
議案第２７号 

 

所沢市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て 

 

所沢市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を別記のとおり

制定する。 

 

  令和６年 ２月２０日提出 

                 所沢市長 小野塚 勝 俊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

子ども医療費助成の対象年齢を拡大し、更なる子育て家庭の経済的支援の充実

を図るため、所要の改正を行うとともに、規定の整備をいたしたく、本案を提案

するものである。 
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所沢市子ども医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

所沢市子ども医療費の助成に関する条例（平成１９年条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第１号中「１５歳」を「１８歳」に改め、同条第２号ただし書中「オ」

を「カ」に改め、同号に次のように加える。 

  カ 他の都道府県又は市区町村が実施するこの条例又はエ若しくはオに規定

する条例と同様の医療費の助成制度により医療費の助成を現に受けている

者 

第２条第３号中「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象児童を現に

監護している主たる生計維持者」を「次のア又はイのいずれかに該当する者」に

改め、同号に次のように加える。 

ア 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象児童を現に監護してい

る主たる生計維持者（日本国内に住所を有する者に限る。） 

イ 対象児童のうち、１５歳に達した日の属する年度の翌年度の初日から

１８歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者であって、何人か

らも監護されていないもの 

第４条第１項中「保護者」を「受給資格者」に改め、同条第２項中「市は」を

「市長は」に、「、市長」を「市長」に、「場合には、子ども」を「ときは、規

則の定めるところにより子ども」に改める。 

第５条第１項中「保護者」を「者」に改め、同条第２項中「生計維持者」の次

に「（当該子どもが１５歳に達した日の属する年度の翌年度の初日から１８歳に

達した日の属する年度の末日までの間にある者であって、何人からも監護されて

いないものであるときは、当該子ども本人）」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。ただし、第２条第２号ただ

し書の改正規定及び同号オの次にカを加える改正規定並びに第４条第１項及び

第２項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の所沢市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行

の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費につ

いては、なお従前の例による。 

 

- 4 -


